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令和６年第１０回小鹿野町農業委員会総会議事録

１ 開催日時 令和６年１１月２５日（月）午後１時３０分～午後２時３０分

２ 開催場所 小鹿野町役場 １階 議場

３ 出席委員 農業委員 （１３人） 農地利用最適化推進委員 （７人）

会長 １０番 黒沢 裕幸

会長職務代理 １番 吉田 恭寛

農業委員 ２番 豊田 均 ３番 加藤 功一 ４番 玉川 寿々子

５番 髙橋 克予 ６番 栗原 静男 ７番 髙岸 友行

９番 町田 考子 １１番 新井 正志 １２番 守屋 善雄

１３番 田嶋 敏男 １４番 樋口 わかな

農地利用最適化推進委員

強矢 福司 黒澤 忠弘 黒澤 八重子 強矢 武夫

入澤 節子 市川 和男 増島 敏雄

４ 欠席委員

農業委員 （０人）

農地利用最適化推進委員 （１人） 千島 政次

＊８番につきましては、辞任により欠番

５ 農業委員会事務局職員

事務局長 田嶋 哲也 事務局 田嶋 明弘

戸田 恭平

６ 議事日程

日程第１ 議事録署名委員の指名

日程第２ 議案第２２号

農地法第３条の規定による許可申請の審議について （２件）

日程第３ 議案第２３号

農地法第５条の規定による許可申請の審議について （４件）
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日程第４ 議案第２４号

非農地の判断に係る調査について （１件）

報 告

（１） ６ヶ月後の現地確認について

令和６年５月申請分について （５件）

そ の 他
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事務局長

議 長

事務局長

皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、只今より令和６年第１

０回小鹿野町農業委員会総会を開催させていただきます。本日は、農地

利用最適化推進委員の千島政次委員さんが欠席となります。

小鹿野町農業委員会会議規則第６条 在任する委員の過半数を満たし

ておりますので、これより総会を開催させていただきます。

それでは、開催に当たりまして、黒沢会長より御挨拶をいただきます。

よろしくお願いいたします。

こんにちは。大変忙しい中ご苦労様でございます。だいぶ寒くなりま

して、今朝氷が張りましたね。その前は張らなかったと思いますが、丁

度畑に行って見ましたらバケツに薄い氷が張っていました。だいぶ寒く

なって体調を管理するのが大変ですが、よろしくお願いいたします。

この前、郡の会長会がありました。いつも１月に郡の研修会を行って

いまして、皆野町文化会館や横瀬町町民会館で行っていましたが、コロ

ナが落ち着いたということで、来年１月１５日頃に農園ホテルで研修会

をお世話になるとのことでした。講師は兎田ワイナリーなどいろいろ当

たっているようです。楽しみにしていただいて、来年ありますのでよろ

しくお願いいたします。本日は何件か案件がありますのでよろしくお願

いいたします。

ありがとうございました。それでは、早速議事に入らせていただきま

す。小鹿野町農業委員会会議規則第４条の規定によりまして、会長に議

長となっていただき議事の進行をお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。

議 長 それでは、議事に入ります。

日程第１ 議事録署名委員の指名

指名につきましては私から御指名をさせていただきます。今回は１３

番 田嶋 敏男委員さん、１４番 樋口 わかな委員さん、以上２名を

御指名申し上げます。よろしくお願いいたします。

議 長

事務局

続きまして、日程第２ 議案第２２号「農地法第３条の規定による許

可申請の審議について」（２件）を上程いたします。

事務局より説明をお願いいたします。

それでは、説明をさせていただきます。

議案第２２号 農地法第３条の規定による許可申請について審議され

たい。令和６年１１月２５日 小鹿野町農業委員会長 黒沢裕幸
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議 長

５番委員

番号１ 譲渡人、譲受人、申請地、契約の内容等は議案書記載のとお

りです。

申請地は、畑１０筆 面積 計〇，○○〇㎡

事由は、当該地を譲り受けて花卉の栽培をしたい。

譲受人は、他に田畑を所有しておらず、農作業歴は１年、農業技術修

学歴１年とのことです。年齢は５２歳で、職業は○○となっております。

耕うん機を保有しています。譲受人は町外の住所となっておりますが、

両親宅に住み込み、本人と両親が年間に３００日従事する計画です。作

付予定の作物ですが、ヒペリカム、アジサイ、リョウブ、桃、桜を栽培

する計画となっております。

続きまして、場所の説明をさせていただきます。別止め資料の１ペー

ジ目が位置図になります。

こちらは、○○○○○○〇から約○○〇m南南西の位置となります。

番号２ 譲渡人、譲受人、申請地、契約の内容等は議案書記載のとお

りです。

申請地は、畑 １筆 面積 ○○〇㎡

事由は、当該地を譲り受けて果樹の栽培をしたい。

譲受人は、農地を所有しておらず、農作業歴もありませんが、小鹿野

町で就職予定で、○○〇○○○○○○○○○○〇○○○○○○を購入す

る計画です。年齢は４０歳で、職業は○○〇となっており、年間通じて

農作業に１８０日従事する計画です。農用機械の保有状況ですが、現在

は所有しておらず、草刈り機を１台購入予定となります。作付予定の作

物ですが、柚子、カボスの栽培をする計画となっております。

続きまして、場所の説明をさせていただきます。別止め資料の２ペー

ジ目が位置図になります。

こちらは、○○○○○○〇○○○○から南東に約○○○mの位置となり

ます。

以上で事務局からの説明とさせていただきます。

事務局の説明が終わりました。現地確認の報告をお願いいたします。

現地確認の報告をさせていただきます。

１１月２０日に推進委員の市川さんと私と事務局の田嶋さんで現地確

認をして参りました。

番号１については、兄弟で所有権移転をして受け継いでいくそうです。

既に両親が植えた花木が何種類も植わっていました。年間３００日住み
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議 長

７番委員

議 長

７番委員

事務局

７番委員

議 長

議 長

込みで栽培管理していくということですが、問題は無いと思います。ま

だ若いので頑張って農地を守っていただければ有難いと思います。

番号２については、家に付随した農地ということです。管理機が入ら

ないような傾斜地です。柚子やカボスを植えて管理するのが適当だと思

います。問題は無いと思われます。

現地確認の報告をしていただきました。御質疑を承ります。御質疑の

ある方は挙手をお願いしたいと思います。

はい。

はい、どうぞ。

番号１についてですが、息子さんが一緒に住んで農業をされていると

いうことでしょうか。

お答えさせていただきます。

譲渡人がお兄さんで譲受人が弟さんになるかと思いますが、申請書を

見ますと譲受人の弟さんは住所が町外ということでありますが、両親の

家に住み込みで３００日従事するということになっています。基本的に

はそちらに住まれていると思います。

分かりました。ありがとうございます。

他にございますか。

（質疑無し）

御質疑が無いようですので、採決をさせていただきます。採決には、

委員の皆さんの挙手でお願いしたいと思います。

日程第２ 議案第２２号 農地法第３条の規定による許可申請の審議

について（２件）の採決を行います。本件につきましては申請通り許可

相当とすることに賛成の委員さんの挙手をお願いいたします。

（全員賛成）
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議 長 全員賛成によりまして許可相当とすることに決定いたします。

議 長

事務局

続きまして、日程第３ 議案第２３号「農地法第５条の規定による許

可申請の審議について」（４件）を上程いたします。

事務局より説明をお願いいたします。

それでは、説明をさせていただきます。

議案第２３号 農地法第５条の規定による許可申請について審議され

たい。令和６年１１月２５日 小鹿野町農業委員会長 黒沢裕幸

番号 1 譲渡人、譲受人、申請地等は議案書記載のとおりです。

申請地は、畑 ３筆、田 １筆、計 ４筆 面積 計〇，○○〇㎡

転用目的は、○○○です。

個人から法人への賃借権の設定となります。

こちらの申請地については、昭和○○年頃から○○○○が大規模に土

地の造成を実施し境内地の整備を行い現在に至っているとのことで、無

断転用状態になっておりましたと始末書の提出をいただいております。

続きまして、場所の説明をさせていただきます。別止め資料の３ペー

ジ目が位置図になります。

○○〇○○の南側となります。なお、補足ですが、今回の無断転用判

明のきっかけについては、譲渡人が○○〇－〇の農地を購入する計画を

していたところ、違反転用が判明しました。また、譲受人の法人名義の

農地６筆も○○〇になっており、うち４筆は過去に転用許可が出ており、

許可が出ていない○○〇－〇は白地、○○〇－〇は青地と判明しました

ので、農振除外をご案内しているところです。

番号２ 譲渡人、譲受人、申請地等は議案書記載のとおりです。

申請地は、畑 １筆 面積 〇，○○〇㎡

転用目的は、太陽光発電施設の設置です。

令和５年９月の農振協議会で審議のうえ、令和６年５月１０日に農振

除外となっております。

今回の申請地に○○〇枚の太陽光パネルを建設することとなっており

ます。また、隣接する農地の所有者の承諾書も添付されております。

なお、今回の案件は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT
制度）の適用を受けない発電設備となっており、電力を自社で使用する

と聞いております。

続きまして、場所の説明をさせていただきます。別止め資料の４ペー

ジ目が位置図になります。

○○○○〇〇から約○○ｍ南西となります。なお、建設の際の進入路
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事務局

5番委員

につきましては、宅地である○○○－〇と○○○－〇を通ってよいと地

主に許可をもらっているとのことです。

番号３ 譲渡人、譲受人、申請地等は議案書記載のとおりです。

申請地は、畑 １筆 面積 〇，○○〇㎡

転用目的は、太陽光発電施設の設置です。

こちらも令和５年９月の農振協議会で審議のうえ、令和６年５月１０

日に農振除外となっております。

今回の申請地に○○〇枚の太陽光パネルを建設することとなっており

ます。また、隣接する農地の所有者の承諾書も添付されております。

なお、今回の案件は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT
制度）の適用を受けない発電設備となっており、電力を自社で使用する

と聞いております。

続きまして、場所の説明をさせていただきます。別止め資料の５ペー

ジ目が位置図になります。

○○○○〇〇から約○○ｍ北東となります。

番号４ 譲渡人、譲受人、申請地等は議案書記載のとおりです。

申請地は、畑 １筆 面積 ○○㎡

転用目的は、工事用進入路及び資材、車両等仮置き場として利用する

ため。

使用貸借権の設定で一時転用となります。

こちらについては、先ほどご説明しました番号３の太陽光発電施設の

設置のための工事用進入路及び資材、車両等仮置き場として申請されて

おります。

続きまして、場所の説明をさせていただきます。別止め資料の６ペー

ジ目が位置図になります。

○○○○〇〇から約○○ｍ北東となります。なお、○○〇－〇は、北

側が町道に接道しているのですが、石垣の段差があり進入が困難な事と、

資材の仮置き場のスペースも確保しづらいとのことで、今回の申請地の

一時転用を計画しております。

以上で事務局からの説明とさせていただきます。

事務局の説明が終わりました。現地確認の報告をお願いいたします。

現地確認の報告をさせていただきます。

番号１については、違反転用でした。現在は境内地になっていたり、

駐車場になっていました。問題は無いと思われます。
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議 長

２番委員

議 長

２番委員

議 長

事務局

番号２については、太陽光発電用地です。譲渡人は、会社勤めをしな

がら農地の維持をしていくのが負担になり、太陽光発電をしたいという

ことで現地を確認して参りました。

この場所は、何年も手が入っていないのか竹が生い茂っていたり、１

ｍくらいの低木が生い茂っていました。太陽光発電をするには、日当た

りも良く問題は無いと思われます。

番号３についても太陽光発電です。譲渡人は年々体力の低下で畑の維

持管理が重荷になってきたということです。太陽光発電をしたいという

ことで現地を確認して参りました。

この場所は、草刈りがしてあり綺麗に管理されていました。日当たり

も良く、隣地の承諾書もいただいているとのことなので、問題は無いと

思われます。

番号４については、番号３の案件の進入路として使用するため一時転

用となります。こちらも草刈りはしてありました。太陽光発電を設置す

るための進入路として一時転用するのは、問題無いと思われます。

以上です。

現地確認の報告をしていただきました。御質疑を承ります。御質疑の

ある方は挙手をお願いしたいと思います。

はい。

はい、どうぞ。

今回の太陽光発電は、今までの発電の契約と違うような説明がありま

したが、もう少し詳しく教えていただきたいと思います。

この土地については、○○〇さんに移ってしまいますか。それとも所

有者が土地は持っていて事業だけを○○〇さんが行うのでしょうか。単

価的なもの、契約の年数について教えていただければと思います。よろ

しくお願いいたします。

事務局よりお願いいたします。

今回は、今までの太陽光発電の契約と違うということで、もう一度説

明をさせていただきます。再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT
制度）は、経済産業省の方に申請をして、承認を受ける２０年の固定価
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議 長

事務局

議 長

事務局

事務局

（戸田）

議 長

強矢福司

推進委員

議 長

強矢福司

推進委員

事務局

（戸田）

強矢福司

推進委員

格での買い取り制度というものですが、今回は、そちらの制度の適用を

受けるのではなく、発電した電力を自社で使用するということです。電

力を買い取るという形ではないというようになっています。

土地の権利についてですが、今回の申請は、地上権の設定ということ

で、土地自体は譲渡人が引き続き所有権を有します。契約の期間につい

ては、２５年間と申請書に記載されております。

単価はどうなっていますか。

買い取りではないので単価はございません。

自社で使用するということですが、もう少し詳しく説明をお願いいた

します。

譲受人は国内でも大手の会社だと思いますが、その会社の方で使用す

る電力として、今回の申請地で発電をするということになると思います。

補足になりますが、東京電力との電線の接続の申請書類はもらってい

ます。太陽光発電した電力を供給して自社の工場等に流すのではないか

と思っております。

他にございましたらよろしくお願いいたします。

はい。

はい、どうぞ。

関連の質問になりますが、例えば、○○〇さんは電力の販売業も行っ

ているのでしょうか。

申請の段階ではそこまで聞いておりませんので分かりません。申し訳

ないです。

○○○○○○○○という県内で大きな事業体があります。ガス屋さん

です。青森県の方に大きな太陽光発電施設を持っていて、電力の販売会
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議 長

１番委員

事務局

議 長

事務局

議 長

１番委員

議 長

黒澤忠弘

推進委員

議 長

黒澤忠弘

推進委員

議 長

社を行っています。ですから、そのように使うのかなと思いました。自

社で使うということですので、○○〇さんの電力会社で私たちに供給し

ていただけると理解しましたが、あとで私も確認してみます。

１番委員さんも挙手がありました。どうぞ。

地上権の設定となっていますが、これに関しては、期限や条件があり

ますか。単に地上権の設定ということなのでしょうか。

お答えさせていただきます。

地上権については、民法で規定されておりまして、契約は特に年数の

制限が無いと思います。

２５年借りることになっていますので２５年の契約になりますか。

契約は２５年になります。

よろしいですか。

分かりました。

他にございますか。

はい。

はい、どうぞ。

先ほどの○○〇さんの電力の小売の件についてですが、調べると２０

２３年の１０月１日から電力の小売業を開始したということになってい

ます。

他にございますか。

（質疑無し）
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議 長

議 長

御質疑が無いようですので、採決をさせていただきます。採決には、

委員の皆さんの挙手でお願いしたいと思います。

日程第３ 議案第２３号 農地法第５条の規定による許可申請の審議

について（４件）の採決を行います。本件につきましては申請通り許可

相当とすることに賛成の委員さんの挙手をお願いいたします。

（全員賛成）

全員賛成によりまして許可相当とすることに決定いたします。

議 長

事務局

議 長

５番委員

議 長

続きまして、日程第４ 議案第２４号「非農地の判断に係る調査につ

いて」（１件）を上程いたします。

事務局より説明をお願いいたします。

それでは、説明をさせていただきます。

議案第２４号 非農地の判断に係る調査について審議されたい。令和

６年１１月２５日 小鹿野町農業委員会長 黒沢裕幸

番号 1 申請人、申請地、申請内容等は議案書記載のとおりです。

申請地は、畑 ２筆 面積 計〇，○○○㎡

申請理由は、当該申請地は大きな樹木が生い茂っている状況から今後、

農地として利用することが不可能である為となります。本申請地は、本

日の議案第２２号 農地法第 3条の番号２の農地（斜面地）の上段に位
置する農地となります。

場所の説明をさせていただきます。別止め資料の７ページ目が位置図

となります。こちらは、○○○○○○〇○○○○から南東に約○○〇m
の位置となります。

以上で事務局からの説明とさせていただきます。

事務局の説明が終わりました。現地確認の報告をお願いいたします。

現地確認の報告をさせていただきます。

３条の番号２に出ていた畑の隣地になっています。ここは、大きな杉

や竹などが生い茂っていまして、３条の畑より更に傾斜がきついことか

ら耕作するのは困難だと思います。非農地であることが適当だと思いま

す。

現地確認の報告をしていただきました。御質疑を承ります。御質疑の
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２番委員

議 長

２番委員

事務局

２番委員

事務局

２番委員

強矢福司

推進委員

議 長

強矢福司

推進委

１番委員

議 長

ある方は挙手をお願いしたいと思います。

はい。

はい、どうぞ。

○○さんは、○○〇○○○○○○でこちらに引っ越して来たのですか。

説明をさせていただきます。

先ほどの第３条の番号２の案件の譲渡人になる方で、○○〇○○○○

○○○○〇〇を掲載されていた方となります。その○○○○〇○○に挙

げていた農地とは別で、この農地が非農地判断の申出ということで出て

いる案件になります。

それでは、○○○○－〇と○○○○は、○○〇○○〇とは関係なく今

まで持っていたということですか。どういうことでしょうか。

申請人が今回の申請の非農地判断の２筆と３条の申請にあった農地を

今まで所有していたということになります。

ありがとうございます。

はい。

はい、どうぞ。

私が質問しようとしたことは事務局の説明の中にありましたので、特

に質問は無いですが、先ほどの○○〇の案件のことを調べましたら、新

電力として今年の１０月から営業を開始したということでした。その新

電力の電気を使うようです。

はい。

はい、どうぞ。
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１番委員

事務局

１番委員

議 長

１番委員

事務局

（戸田）

１番委員

議 長

非農地判断に出ている○○○○－〇と○○○○は○○○○〇さんが申

請をして非農地になったあとにどのようになるのか、なぜ非農地判断を

するのか、理由を聞いていますか。

お答えさせていただきます。

窓口に申請に来られた方からは具体的に聞いていないですが、この方

は町外に住んでいらっしゃるということで、土地の整理をしているとこ

ろと聞いております。今回の申請地については、農地として使用が不可

能ということで、農地ではなく地目を変えて、土地の整理ということで

山林にして売買をするのではと推測されます。

○○○○－〇を所有権移転で買われる○○さんが使用するのかなと思

います。今後については、なぜ非農地判断をするのか理由を聞いていた

だいて、総会で発表していただければと思います。

将来は○○さんから○○さんに所有権移転になるのでしょうね。

本来であれば、農地のまま売り買いをしていただいて、買う方が非農

地判断を出すのが本来の形だと思います。この後○○さんが買うと分か

っているのであれば、買う方が出すのが分かり易いと思います。わざわ

ざ２つに分けて出してくると悪用されるとも限らないので、理由をしっ

かり聞いて発表していただければと思います。

説明をさせていただきます。

３条申請を先にするのが正しいのではないかということですが、３条

申請をする時に農地として使用しますという計画と、農地として使用で

きませんという面もありまして、整合性が取れなかったりしますので、

確認をさせていただいて、できる手段で行っていければと思います。ご

理解いただければと思います。

今のように、農地としてはとても利用できないので、非農地判断の申

出になりましたという説明をしていただけば皆さんは納得できると思い

ます。

他にございますか。
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市川和男

推進委員

議 長

市川和男

推進委員

議 長

議 長

議 長

はい。

はい、どうぞ。

お世話になります。５番委員さんと一緒に現地確認を行いました。補

足になります。

私は農業を行っていますので言えることですが、３条の申請があった

○○○㎡でさえ畑としては使えない斜面でした。ですから、柚子やカボ

スを植えるしか使い道が無いのではないかという土地です。５番委員さ

んが発表していたように、今回の非農地判断の所は山です。見た感じが

どうして畑で申請されたのか分からないくらいの山でした。これを畑と

して３条で行いましょうという感じはなかったです。あの状態を買った

としても、大きな杉が何本も生えていましたので、だいぶお金を掛けて

整地をしたとしても何かを作るには、この部分だけでは使い道が無いよ

うに見受けられました。ご理解をいただければと思います。

追加で報告していただきました。

他にございますか。

（質疑無し）

御質疑が無いようですので、採決をさせていただきます。採決には、

委員の皆さんの挙手でお願いしたいと思います。

日程第４ 議案第２４号 非農地の判断に係る調査について採決を行

います。本件につきましては申請通り非農地判断することに賛成の委員

さんの挙手をお願いいたします。

（全員賛成）

全員賛成によりまして非農地判断することに決定いたします。

議 長 続きまして、報告に移ります。

（１）６ヶ月後の現地確認について

令和６年５月申請分について （５件）

事務局より説明をお願いいたします。
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事務局

議 長

市川和男

推進委員

それでは報告をさせていただきます。

報告１ ６ヶ月後の現地確認について

令和６年５月申請分の現地確認を行いました。農地法第３条について

１件、第５条が４件となります。内容については記載のとおりとなりま

す。

なお、第５条案件の２番、及び３番については、工事完了届が１０月

３０日付で出ております。

また、第５条案件の４番については、現在も県の補正期間中であり、

農地転用の許可は出ておりません。

以上報告となります。

事務局の説明が終わりました。現地確認の報告をお願いいたします。

お世話になります。１１月２０日に農業委員の髙橋さん、事務局の田

嶋さん、私の３人で現地確認に行って参りました。

議案第６号 第３条の番号１ですが、里芋、玉ねぎ、にんにく、大根

等が栽培されている状態でした。問題なく使われていると思います。

議案第７号 第５条の番号１ですが、基礎工事前の整地ができていま

して、素人目で見ても基礎工事を開始しても良いのではないかというく

らい綺麗な状態でした。問題は無いと思います。

番号２については、既に家が完成しているように見えました。

番号３の一時転用については、工事の跡もなく綺麗に整地され元に戻

されている状態でした。

番号４については、まだ何も手が付けられていない状態でした。

以上です。

議 長

事務局

続きまして、その他に移ります。

事務局よりお願いいたします。

事務局より４点報告となります。

１点目は、農業委員・推進委員の改選についてです。

町の１２月広報にて案内記事を掲載します。また、町のホームページ

でも案内や申請用紙を掲載します。募集期間は１２月９日から令和７年

１月２４日までとなります。

２点目は、利用状況調査についてです。

８月総会と前回の総会でご案内しておりますが、判断に迷った農地や

山林化している農地の事務局の動向調査は今月中に予約をお願いいたし
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事務局

（戸田）

１番委員

ます。動向調査が必要ない場合は調査後の地図を事務局に提出していた

だければと思います。来月は、改選の受付け等がありますので、事務局

は残っていなければと思っています。お忙しいと思いますが、１１月中

に同行調査ができればと思っておりますのでよろしくお願いいたしま

す。

３点目は、秩父郡市農業委員会の事務局である横瀬町から研修会・懇

親会の連絡がありましたので概要を説明いたします。

出欠確認は来月１２月総会の際に行いますので、予定の確認をお願い

いたします。日時は、令和７年１月１５日で、１５時から研修会、１７

時１５分から懇親会となります。場所はナチュラルファームシティ農園

ホテルになります。会費は７，０００円の予定です。研修内容は調整中

で確定はしていないようですが、交渉しているところが横瀬町の団体で、

様々な農作物の生産販売を協力隊員が中心となって実施しているえんが

わのチームの方です。もう１団体は、兎田ワイナリーの代表の方に打診

をしておりますとのことです。内容が確定しましたら連絡が来ることに

なっておりますので、皆さんにお伝えできればと思っております。

会場までは事務局がお送りする予定です。帰りは横瀬町の方で、バス

２台を抑えているそうです。来月の総会で内容をお伝えし、出欠の確認

をさせていただきますので、予定の確認をお願いいたします。

４点目になりますが、地域計画についてです。戸田より説明いたしま

す。

地域計画の関係でご連絡いたします。

小鹿野町から農業委員会宛てに地域計画策定に伴う協議の場に農業委

員さんの出席の依頼がありました。日程が詰まってしまって申し訳ない

ですが、１１月２７日の水曜日 午後７時から下小鹿野地区を対象とし

て泉田会館で１回目が開催されます。もう１日ございまして、１２月５

日の木曜日 午後７時から両神薄地区を対象として下薄農民センターで

開催する予定となっております。通知等用意できなかったのですが、ご

連絡させていただきます。

１１月２７日の午後７時からと１２月５日の午後７時からということ

ですので、参加できる方はよろしくお願いいたします。

以上です。

はい。
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議 長

１番委員

事務局

（戸田）

議 長

強矢福司

推進委員

議 長

強矢福司

推進委員

事務局

（戸田）

はい、どうぞ。

内容が違うのですか。

はい。２回とも内容が違います。下小鹿野地区につきましては、対象

地区を下小鹿野に絞っての地域計画で、両神薄地区につきましては、両

神薄の中の小沢口、黒海土、上大塩野地区に絞って計画を策定するとい

うことになります。計画自体は一緒ですが、違う地域の計画がそれぞれ

できるということです。よろしくお願いいたします。

説明をしていただきました。質問等ございますか。

はい。

はい、どうぞ。

１０年後に誰がどのような作物を作るかという計画を示すことになっ

ていると思いますが、小鹿野町立地適正化計画策定支援業務を建設課の

方で業者に委託して実施していまして、来年度３月までの期間の作業で

す。各地域の土地利用についての集積についての計画ということです。

この計画と今回の計画は、きちんとリンクされているかどうかです。先

に地域計画を策定してしまって、建設課の方で違う土地利用計画が出さ

れると地域の方に大変迷惑を掛けるので、計画のリンクができているか

どうかです。

もう１点は、この地域を積極的に農業を進めていきましょうというこ

とになった時に、農地の転用について制限を掛けるかどうかです。地域

計画を作った上でむやみやたらに農地を転用するのは好ましくないと思

いますが、通常行っていたものよりも１つハードルを上げて、ここに住

みたいという方が農業を行うのであれば許可をしますというような、農

地の転用の制限についてどのようにお考えかお聞きしたいです。

お答えさせていただきます。

１点目の地域計画と建設課で作っている計画の整合性についてです

が、持ち帰らせていただいて相談させていただければと思います。

２点目については、農業委員会に関係すると思いますが、農地法と農
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１番委員

議 長

１番委員

事務局

（戸田）

強矢福司

推進委員

議 長

強矢福司

推進委員

振法のどちらでも地域内で色がついた部分は担い手がいますということ

で制限が掛かります。慎重に判断をしていければと感じております。担

い手がいますと公表した部分については、農振法の除外の申請をするに

してもこの計画から外してからでないと農振の除外ができないです。農

地法に関してもこの計画から外れないと農地転用ができないという形に

なっています。

はい。

はい、どうぞ。

この地域計画は小鹿野町の全域で行っていくということですか。

国の趣旨としては、全部の農地に計画を作りなさいとのことなので、

小鹿野町としては、地区を徐々に作っていければと思っています。今年

度は必ず３月までに作らなければいけないということがありまして、今

まで人・農地プランがありました２地区を提示して先行して進めさせて

いただいている状況です。

はい。

はい、どうぞ。

農地として作物を作ってくださいということは、作った作物について

は、責任を持って流通する計画を示して賛同をいただくことになります

が、援助していかないといけないと思います。

例えば、ブルーベリーやキュウリです。キュウリについては、皆さん

が努力して市場を開拓しています。新規参入者もたくさんいます。キュ

ウリについては、小鹿野町はきちんとしたものがあるので良いですが、

この地区にこのような作物を戦略的に作っていきましょうということに

なると、作物がどのように収益になっていくかということをきちんと示

さないと、個人の自由に農地を利用する権利を奪うことになりますので、

その辺のプランがあるかお聞きしたいです。
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事務局長

議 長

議 長

地域計画につきましては、今回下小鹿野地区と両神薄地区で行うとい

うことです。下小鹿野地区ではキュウリを一生懸命に行っていただいて

いますので、推進していけると思います。更にキュウリの市場が広がれ

ば良いと考えています。勿論、その他いろいろな作物を作りたいという

意思は尊重しなければいけませんし、地域計画に位置付けられることに

よって、いろいろな補助金が使い易くなるということがありますので、

今後農業を広く行っていきたいという人には便利になり得るものだと考

えております。

以上です。

２７日に泉田会館でお世話になりますが、私の地域は○○○○○○を

耕地整理しまして、現在農業をしている人が３人くらいしかいないです。

以前は全部田んぼをしていましたが、現在は○○○○○と○○○○○が

田んぼをしています。キュウリの栽培をするのに用水の受益地の関係で、

ハウスを建てて良いかという問題があるような話も聞いています。実際

にハウスを建てたいが受益の関係がありますのでどうするかです。キュ

ウリ栽培を行っている人は近所にもたくさんいます。２７日に何人集ま

るか分かりません。草になってしまって近所迷惑になっている農地もあ

ります。私も再三行って話をしました。高齢者事業団に頼んだら５０人

待ちで、事業団でも草刈りをする人がいなくなる、燃料は自分で持ち込

み、暑い時は嫌です、会社勤めだった人は２日も行けば勘弁ですという

ようなことで、事業団でも草刈りをしてくれる人がいないという話です。

１０年後どうするかというと困ります。農業をしている人がいないです。

私が一番若いくらいで、○○さんの息子さんが遠くからたまに来ていて、

将来は後を継ぐようですが、本当に農業をしている人がいないです。皆

さんの地区も同じだと思います。下小鹿野地区と両神薄地区で地域計画

を行いますが、国の考えと小鹿野町では違うと思います。良いプランが

あってもなかなか大変だと思います。皆さんで考えながら進めていけた

らと思います。よろしくお願いいたします。出席できる方はよろしくお

願いいたします。

他にございますか。

（質疑無し）

御質疑が無いようですので、私から申し上げます。

前回○○○○で農地改良がありましたが、農家の人からクレームがあ



20

議 長

強矢福司

推進委員

議 長

強矢福司

推進委員

りましたので、現地に行きましたら○○○○○の横を埋めていました。

業者が業者に委託しています。話を聞きましたら、当初の２ｍよりも高

く道路いっぱいまで盛るように言われているとのことでした。重機で押

し付けているだけで、大雨が降れば側溝に土が流れていくのが現状だと

思います。町でも５年後には堀を攫うようなケースが出てくると思いま

す。今後このようなケースが出てきた時は、皆さんにも見ていただくよ

うにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

もう１点あります。暑気払いができないままになっております。１月

に郡の方で親睦会があるようですが、小鹿野町の農業委員会として、改

選にもなりますので、忘年会を行いたいと思います。１２月２５日に農

業委員会総会がありますので、議案の件数によりますが、事務局に考え

ていただいて総会終了後に忘年会をお世話になりたいと思いますが、い

かがでしょうか。皆さんのご意見をお聞きします。

忘年会を行った方が良いという意見がありました。

それでは、お世話になりたいと思います。事務局にお願いして通知し

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。

私からは以上です。皆さんの方から何かございますか。

はい。

はい、どうぞ。

会長からお話しがあった農地改良は先月の案件で出たものでしょう

か。私も気になっていました。今日農業委員会の前に現地を見て来まし

た。確かに傾斜地なので法面ばかりです。農地が取られてしまいまして、

実際に耕作用の表土が３０㎝から４０㎝入っているようですが、頂上部

の僅かな面積で、そこも曲がりくねって更に傾斜地になっていて、農業

をするための申請だったのか、或いは土砂を捨てるための申請だったの

か理解できない状況です。このような申請を許可するよりは、本当に農

業をする気がある方がいるのであれば、農業委員会として適地を紹介し

てあげるようなことをした方が良いと思います。

この申請地については、ある程度経過を監視していただきたいです。

今後の参考になると思いますので、皆さんも○○○○○○○の右手に〇
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○○〇○○○○がありまして、その反対側になりますので、信号待ちで

ちらりと見ることができるかもしれませんので、是非一度見ていただく

と良いのではないかと思いました。

以上です。

強矢推進委員さんが発言したように残土処理の案件のような気がしま

した。あそこは、昔田んぼだったそうです。農地改良で３０㎝から４０

㎝土を入れるのであれば良いですが、私も行って業者と話をした時にこ

れより上に表土を３０㎝から４０㎝入れるということでした。大雨の時

には○○○○○の方に崩れたりすると思いました。パクチーを栽培する

となっていますが、何も作れないのが現状だと思います。

今後、このような案件が出てくるようでしたら、総会をする前に検討

した方が良いと思います。よろしくお願いいたします。

他に無いようでしたら議長の席を降ろさせていただきます。ありがと

うございました。

皆さんには慎重、御審議いただきましてありがとうございました。

以上を持ちまして令和６年第１０回小鹿野町農業委員会総会を閉会さ

せていただきます。大変お疲れ様でした。


